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印
自己託送に係る宣誓書

　当社は、自己託送に係る接続供給契約において、「自己託送に係る指針」（令和６年２月１２日改正）および貴社の託送供給等約款に規定されている事項を満たしていることを以下のとおり宣誓し、以下の内容に適合しなくなる場合には、あらかじめ貴社へ報告いたします。
なお、以下の内容に一部でも虚偽があった場合または事後的に適合しなくなった場合、自己託送に係る接続供給契約について、託送供給等約款55（解約等）に準じた対応を行うことに一切の異議を申し立てないこと、および契約の解約に伴い当社に生じる損害についても、託送供給等約款49（損害賠償の免責）のとおり貴社へ賠償を求めないことに同意します。
また、本書の宣誓事項について対象となる供給地点および発電設備を別紙のとおり報告します。別紙の内容が変更となった場合、すみやかに貴社へ修正した別紙を再提出いたします。

１　需要者等に係る事項
（１）電気の供給を受ける一の需要場所において、当社または当社と電気事業法施行規則第３条第１項および「自己託送に係る指針」（令和６年２月１２日改正）で定める密接な関係（以下、「密接関係性」という。）を有する者から他の者に対して電気の融通が行われ、当該他の者が最終的に電気を使用する場合、当該他の者以外に最終的に電気を使用する者が存在しないこと。

（２）当社または当社と密接関係性を有する者以外に最終的に電気を使用する者が存在しないこと。

（３）需要者が最終的に電気を使用する者に該当する場合を除き、電気の供給を受ける一の需要場所において、譲渡または貸与等を受けた受変電設備ではなく、当社または当社と密接関係性を有する者が自ら設置した受変電設備であること。

２　自己託送に用いる発電設備に係る事項
（１）自己託送に用いる発電設備が電気事業法施行規則第２条に定める非電気事業用電気工作物であること。

（２）自己託送に用いる発電設備が、以下のいずれかに当てはまること。
ア　他の者から譲渡または貸与等を受けた発電設備ではなく、当社が自ら設置し、維持し、および運用する発電設備であること。
イ　当社の完全子会社（当社が株式または持分の全部を有する会社〔会社法第２条第１号に規定する会社をいう。〕をいう。以下同じ。）が設置し、当社が当該完全子会社から譲渡を受けて維持し、および運用する発電設備であること。

３　情報共有の同意に係る事項
　当社は、自己託送により供給される供給地点または自己託送に用いる発電設備が属する区域の一般送配電事業者および配電事業者と貴社の間において、当該供給地点および発電設備の情報を共有することに同意し、かつ、当該需要者および発電者からもあらかじめ上記の同意を得ていること。

以　上
